
無料点検を口実に高齢者宅を訪問し「屋根が壊れている」など

と不安をあおり、法外な工事契約を交わす家屋修繕の訪問販売等

“悪質商法被害”が後を絶ちません。

悪質商法の被害に遭わないためにも次の点に注意してください。

◆被害に遭わないためのポイント

○ 極端に安い広告の表示をうのみにするのはやめる!!

○ 契約を急かす、高額な作業を提案される場合は、作業を断る!!

○ あいまいな返事をせず、勇気を出してはっきりと断る!!

○ １人で判断しないで、家族や知人、相談機関へ相談する!!

○ しつこい場合は、１１０番通報をする!!

◆相談窓口
○ 警察本部相談サポートコーナー TEL 043-227-9110(#9110)

○ 県消費者センター TEL 047-434-0999

被害に遭ったときや、不安を感じたときは一刻も早く相談を！！

クーリング･オフにより被害の防止･回復ができる場合があります。
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